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（
質
問
の 

一
二
） 

答

弁

第

一

二

号 
   

衆
議
院
議
員
伊
東
岩
男
君
提
出
宮
崎
交
通
株
式
会
社
の
運
賃
値
上
げ
申
請
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
一
二
号 

昭
和
三
十
一
年
五
月
二
十
九
日 

衆

議

院

議

長 
益 

谷 

秀 

次 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

鳩 

山 

一 

郞 

一 

 



 

三 

 
 
 
 

三 

目
下
申
請
さ
れ
て
い
る
宮
崎
交
通
株
式
会
社
の
運
賃
変
更
認
可
申
請
の
理
由
は
、
昭
和
二
十
三
年
市
内
線
に

対
し
十
円
均
一
制
を
実
施
し
、
そ
の
後
数
回
に
わ
た
る
運
賃
値
上
に
際
し
て
も
市
内
線
の
運
賃
変
更
は
行
わ
ず 

一 

宮
崎
県
は
戦
時
中
政
府
の
し
よ
う
よ
う
に
よ
り
、
現
在
の
ご
と
き
形
態
と
な
つ
た
も
の
で
あ
り
、
他
に
国
鉄

自
動
車
の
宮
林
線
、
都
城
線
等
が
あ
る
。 

、
、
、
、

二 

運
賃
変
更
の
認
可
は
、
道
路
運
送
法
第
八
条
第
二
項
の
基
準
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
博
覧
会
等
の
失
費
は

運
賃
原
価
の
経
費
と
し
て
は
算
入
さ
れ
な
い
。
赤
字
会
社
に
対
す
る
助
成
策
の
法
的
根
拠
は
な
い
が
、
政
府
と

し
て
は
当
該
会
社
に
対
し
て
適
正
な
事
業
経
営
を
行
う
よ
う
極
力
行
政
指
導
を
し
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
形
態
の
県
及
び
そ
の
事
業
者
名
は
、
奈
良
県
の
奈
良
交
通
株
式
会
社
、
石
川
県
の
北
陸
鉄
道
株

式
会
社
、
三
重
県
の
三
重
交
通
株
式
会
社
等
で
あ
る
。 

衆
議
院
議
員
伊
東
岩
男
君
提
出
宮
崎
交
通
株
式
会
社
の
運
賃
値
上
げ
申
請
に
関
す
る
質
問
に
対
す 

る
答
弁
書 

、  



四 

道
路
運
送
法
第
八
条
第
二
項
の
認
可
基
準
は
、
同
法
第
一
条
の
道
路
運
送
事
業
の
適
正
な
運
営
に
よ
る
道
路

運
送
の
総
合
的
な
発
達
を
図
り
、
も
つ
て
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
の
趣
旨
に
基
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、

事
業
の
健
全
な
発
達
と
大
衆
の
最
終
的
な
利
便
を
考
慮
し
て
事
案
を
処
理
致
し
た
い
。 

今
日
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
収
支
を
検
討
し
て
み
る
と
経
営
の
合
理
化
を
図
り
つ
つ
も
、
な
お
、
諸
経
費

の
漸
増
に
よ
り
大
き
な
赤
字
を
生
じ
つ
つ
あ
る
の
で
、
宮
崎
、
都
城
、
延
岡
の
各
市
内
線
の
運
賃
を
変
更
し
、

赤
字
の
補
て
ん
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

な
お
、
そ
の
申
請
内
容
は
、
普
通
券
に
つ
い
て
は
、
十
円
均
一
制
を
十
五
円
均
一
制
と
し
、
利
用
率
の
高
ま

り
つ
つ
あ
る
回
数
券
に
つ
い
て
は
、
従
来
一
割
七
分
割
引
の
も
の
に
加
え
更
に
二
割
二
分
割
引
の
も
の
を
新
設

し
、
定
期
券
に
つ
い
て
は
、
そ
の
割
引
率
従
来
二
割
引
の
も
の
を
二
割
六
分
割
引
に
引
き
上
げ
て
常
時
利
用
者

の
利
便
を
考
慮
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

、  
、

四 

 




